
「半農半介護」

【支援の内容】
① 就農前研修経費助成事業
◆営農に必要な研修期間中の研修経費等を助成

【助成額】 １２万円／月 （１２ヶ月以内）

② 定住定着助成事業
◆定住して営農を開始した場合の営農経費等を助成

【助成額】 １２万円／月 （１２ヶ月以内）
【注意】 県内にて最低５年間農業に従事しなければ

助成金返還となります。

【問合せ先】 （公財） しまね農業振興公社 （0852-20-2872） 島根県農業経営課 （0852-22-5394）

営農計画・生活モデル
例えば・・・
【農業】 所得目標 100万

＋
【兼業】 所得目標 200万

「農のある暮らし」「農村の豊かさ」を実感しながら、
兼業で必要な現金収入を確保

島根県では、これまで支援してきた「自営就農」「雇用就農」という就農

形態に加え、新たにＵＩターンして、「半農半Ｘ」 （いわゆる兼業就農）
される方を支援します。

ＵＩターンされる方へ島根県からのご提案

島根県は「半農半Ｘ」を応援します。
～田舎暮らしの始め方～

【事業の対象となる方】
◆ 市町村の認定を受けられた方
（県外からのＵＩターン者で年齢６５歳未満）
※他にも要件があります。
事前にお問い合わせください。

イメージ

【島根県が提案・募集する具体的な半農半Ｘ】 ⇒ 詳しくは裏面をご覧ください。

「半農半看護」

「半農半保育」 「半農半蔵人」

「半農半ＩＴ」


